
広報まくべつ  No.865 22024.12月号3 広報まくべつ  No.875 　   申し込み   問い合わせ   Ｅメール   ホームページ   ※【市外局番】 ☎ 0155　 01558　　

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に

す
る
た
め
に

わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と

12
月
３
日
〜
９
日
は
障
害
者
週
間
で
す

障
が
い
の
あ
る
方
は
町
内

に
ど
れ
く
ら
い
い
る
？

町
内
に
は
、身
体
障
害
者
手

帳
、療
育
手
帳
、精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方

が
約
１
６
0
0
人
暮
ら
し
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
町
の
人
口
の
約
6
％

に
相
当
し
ま
す
。（
令
和
６
年
10

月
末
時
点
）

こ
の
ほ
か
に
、発
達
障
が
い

や
難
病
な
ど
に
よ
り
、手
帳
を

持
っ
て
い
な
く
て
も
何
ら
か
の

「
生
き
づ
ら
さ
」を
抱
え
て
生
活

し
て
い
る
方
が
い
ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
方
に

対
す
る
差
別
と
は

障
が
い
の
あ
る
方
も
な
い
方

も
、お
互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊

重
し
合
い
な
が
ら
共
に
生
き
る

社
会
を
目
指
し
、「
障
害
者
差
別

解
消
法
」で
は
、不
当
な
差
別
的

取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
、合
理
的

配
慮
を
し
な
い
こ
と
が
差
別
だ

と
し
て
お
り
、令
和
３
年
の
改
正

法
に
よ
り
、令
和
６
年
４
月
１
日

か
ら
事
業
者
に
よ
る
障
が
い
の

あ
る
人
へ
の
合
理
的
配
慮
の
提

供
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。事
業

者
が
法
に
反
す
る
行
為
を
繰
り

返
し
、自
主
的
な
改
善
が
見
ら
れ

な
い
場
合
は
、国
の
行
政
機
関
か

ら
報
告
を
求
め
ら
れ
た
り
、助
言

や
指
導
、さ
ら
に
は
勧
告
を
受
け

た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
と

は
、障
が
い
が
あ
る
と
い
う
理
由

だ
け
で
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
入

会
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
、ア
パ
ー

ト
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
、車
い

す
で
は
店
に
入
れ
て
も
ら
え
な

い
こ
と
な
ど
で
、障
が
い
の
な
い

方
と
は
違
う
扱
い
を
受
け
る
こ

と
に
よ
り
、障
が
い
の
あ
る
方
が

不
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
で
す
。

合
理
的
配
慮
を
し
な
い
こ
と

と
は
、聴
覚
障
が
い
の
あ
る
方

に
声
だ
け
で
話
す
、視
覚
障
が

い
の
あ
る
方
に
書
類
を
渡
す
だ

け
で
読
み
上
げ
な
い
、知
的
障

が
い
の
あ
る
方
に
分
か
り
や
す

く
説
明
し
な
い
こ
と
な
ど
で
、こ

の
よ
う
な
対
応
は
、障
が
い
の
あ

る
方
に
は
き
ち
ん
と
情
報
を
伝

え
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

障
が
い
の
特
性
や
程
度
、性
別
、

年
齢
な
ど
に
よ
り
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
一
人
ひ
と
り
違
っ
て
き

ま
す
。困
っ
て
い
る
様
子
を
見
か

け
た
り
、配
慮
を
求
め
ら
れ
た
と

き
は
、で
き
る
限
り
力
に
な
る
よ

う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。負
担
が

大
き
く
て
で
き
な
い
場
合
は
、相

手
に
き
ち
ん
と
説
明
し
て
分
か
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

で
き
る
こ
と
か
ら

始
め
よ
う

障
が
い
の
あ
る
方
が
困
っ
て

い
る
と
き
、「
ど
う
し
た
ら
い
い

か
分
か
ら
な
い
」「
私
に
は
で
き

な
い
か
も
し
れ
な
い
」と
た
め
ら

う
場
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、専
門
的
な
知
識
や
経
験
が

な
く
て
も
簡
単
な
援
助
を
す
る

こ
と
は
で
き
ま
す
。

困
っ
て
い
る
か
ど
う
か
判
断

で
き
な
い
と
き
で
も
、勇
気
を
出

し
て「
何
か
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ

う
か
？
」と
声
を
掛
け
て
み
て
く

だ
さ
い
。

障
が
い
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま

で
、サ
ポ
ー
ト
の
方
法
も
状
況
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、一
人

ひ
と
り
の
声
に
耳
を
傾
け
、「
そ

の
人
」を
知
る
こ
と
が
、差
別
を

な
く
す
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

近
年
、障
が
い
の
あ
る
方
の
生
活
を
社
会
や
地
域
で
支
え
て
い
こ
う

と
い
う
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
一
方
、障
が
い
に
関
す
る
理
解
が

十
分
で
な
い
こ
と
か
ら
、障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
が

存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

    

障
が
い
や
、障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

聴覚・言語障がいのある方
聴覚障がいのある方との会話に

は、手話、指文字、筆談、口
こ う わ

話、読
ど く わ

話
や身振り手振り、図やイラストを
使うなどの工夫をしましょう。
　人によってコミュニケーショ
ン方法が異なるので、どのような
方法が良いか、本人の意向を確認
しましょう。

　同じことを繰り返し尋ねたり、
理解するのに時間がかかったり
する方もいるため、簡単なメモを
渡したり、図やイラストで伝える
などの工夫をしましょう。

知的障がい・
精神障がいのある方

 障がいを理解し、
 一人ひとりに合ったサポートを

視覚障がいのある方
　「あちら」「これ」などの指示語
では、「どこか」「何か」が分かりま
せん。
　場所は「30cm右」「２歩前」、物
は「○○くらいの大きさ」など、具
体的に説明しましょう。また、誘
導を頼まれたときは服をつかん
でもらい、半歩前を歩きましょう。

車いすの方
　段差や狭い通路で困っていた
ら、声を掛けて手伝いましょう。
　また、車いすの方と話をすると
きは立ったままだと威圧的な印
象に受け取られてしまいます。で
きるだけ同じ目線で会話をする
ようにしましょう。

障がいのある人と連携した取り組み（令和６年度）
～幕別町では当事者や関係機関と連携し、さまざまな取り組みを行っています～

　障がいのある方への虐待に気付いた人は、町の担当
窓口に通報することが義務付けられています。虐待に
気付いたら、すぐに連絡してください。
　相談支援事業所は事業者としてのネットワークを
生かし、障害者相談員の方は豊富な経験から、障がい
のある方やその家族のさまざまな相談に応じていま
す。不安や悩みなどを気軽に相談してください。
福祉課障がい福祉係（☎ 54-6612）

▶町内の相談支援事業所
事業所名 電話番号

ひまわりの家 ☎ 66-4509
ミラータイム ☎ 66-4681
ひかり ☎ 67-1733
タッチあいあい ☎ 56-2452
笑心。 ☎ 66-4741
幕別あすなろ会 ☎ 56-8901
基幹相談支援センター
（福祉課障がい福祉係内） ☎ 54-6612

▶身体障害者相談員　佐藤 文子　☎ 56-3635
▶知的障害者相談員　佐藤 恵子　☎ 54-3077

 障がいに関すること
 なんでも相談してください

　一般就労に向け、職場体験の受け入れを行って
います。令和６年度は役場内で３人、民間企業で１
人の計４人（令和６年10月31日時点）の方を受け
入れ、事務補助や洗車作業、カフェ業務などを行い
ました。

障がい者
職場体験事業

働き手が不足する農業者と、働き場所を求める福
祉事業所が、農作物の生産から販売まで幅広く連携
し取り組んでいます。また、令和５年度に引き続き、
農福まるしぇを開催しました。商品のポップは障が
い者職場体験事業を利用した方が作成しました。

農福連携

中札内高等養護学校
幕別分校との連携

　中札内高等養護学校幕別分校の授業の一環とし
て、幕別町と連携し、町内の公共施設駐車場のライ
ン引きなどを実施しました。
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　みなさんが利用する道路や公共施設を少しでも早く除雪するため、町や民間の除雪車で除雪体制を整
えています。除雪作業を素早く安全に行うために、協力をお願いします。

除雪をスムーズに進めるために幕別町の除雪費用
（令和５年度決算）

※　令和５年度は幕別162㎝、忠類237㎝の降雪があり、幕
別一斉除雪４回、忠類一斉除雪７回、郊外除雪５回、郊外
吹込除雪20回、拡幅除雪８回、砂散布32回を行いました。

※　除雪回数などにより、毎年の除雪費用は変動します。

町民１人当たり
約14,000円の負担￥

【幕別地区】幕別町浄化センター東側 【札内地区】稲志別近隣センター南側 【忠類地区】忠類浄化センター北側
雪捨て場のご案内

【幕別・札内地区】
▶町道：土木課管理係（☎ 54-6622）
▶道道：十勝総合振興局帯広建設管理部
　　  　（☎ 27-8727）
▶国道：帯広開発建設部帯広道路事務所
　　　  （☎ 25-1250）

除雪に関する問い合わせ先
【忠類地区】
▶町道：忠類総合支所経済建設課建設管理係（☎ ８-2111）
▶道道：十勝総合振興局帯広建設管理部大樹出張所（☎ ６-3141）

※道道幕別大樹線（駒畠市街～旧忠類町界）、道道駒畠更別線（駒畠市街～更別
村界）は十勝総合振興局帯広建設管理部大樹出張所に問い合わせください。

▶国道：帯広開発建設部広尾道路事務所（☎ ２-3148）

除雪管理システム
（１月１日から
利用できます）

除雪費用
約３億
５千万円

施設除雪
39,340 千円

砂散布等
11,503 千円

排雪等
3,849 千円

町道除雪
291,662 千円

除雪に関する３つのお願い
①道路に雪を出さない
②路上駐車をしない
③除雪車に近付かない

除雪の遅れや事故の発生、
緊急車両の妨げになることを防ぎます

　限られた時間、限られた除雪車、限られた予算では、物理的に「かき分け除雪」で精一杯です。
　間口に雪を置いていくことになりますが、みなさんの協力をお願いします。

幕別町が一晩で行う除雪の延長は車道のみで
650km。これは直線距離で幕別町から新潟県まで行
ける距離です。

１　長い除雪延長

４　限られた予算
　毎年かかる町道の除雪費用は約３億円ですが、ここ数年は労務単価や燃料費の高騰などで増加傾向となって
います。排雪は、通常の除雪に比べ、多額の費用や日数がかかるため危険な箇所や幹線道路などに限定して行っ
ています。

３　限られた除雪車
　町が委託している町道の除雪事業者 13 者が、除雪車 47 台（除雪ドーザ 32 台、除雪トラック 15 台）で幕別、
札内、忠類の市街地や郊外などの車道をブロックごとに除雪しています。

２　限られた時間
通勤・通学時間帯の渋滞を避けるため、除雪作業は深夜から始めて朝７時頃までに終わらせることを目標と

しています。

47台

●　雪山で遊んでいる子どもたちが危険です。
●　公園内に石が入り、町内会の草刈りなどに支障が出ます。
●　柵や遊具が損傷する恐れがあります。
●　大量の雪を入れると雪解けが遅延します。

土木課公園整備係（☎ 54-6622）

公園（街区公園）に雪を捨てることができます。
　　　　ただし、重機など 機械での雪入れ  は次の理由で 禁止  しています！

　▲公園の柵の被害状況

なぜ「かき分け除雪」なの？

　朝７時まで

除雪管理システムについて
　幕別町では除雪に関する問い合わせが年間200件以上あり、そのうち「除雪車が来ない」、「除雪車はい
つ来るのか？」という内容が全体の約３割を占めています。
　これらを解消し、住民サービスの向上を図るため、「除雪管理システム」を整備しています。
　「除雪管理システム」では、次のようなことができますので、町ホームページからアクセスし、利用くだ
さい。（令和７年１月１日から利用できます）

除雪車の現在位置をお知らせ
除雪車の現在位置を地図上（除雪対象路線図）に

リアルタイムで表示します。

町内４カ所の積雪状況を公開
　町内４カ所（幕別、札内、糠内、忠類）の赤外線
センサーで計測した１時間ごとの降雪深など積雪状
況を公開します。

スクールバスの現在位置をお知らせ
　スクールバスの現在位置を地図上（スクールバス
路線図）にリアルタイムで表示します。

除雪作業の経過時間をお知らせ
　地図上（除雪対象路線図）に除雪作業から経過し
た時間を色分けして表示します。

　▲運用時の参考画像

※ご利用の際は、サイ
ト内の利用規約への
承諾とアンケートに
協力ください。
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福祉除雪事業のお知らせ
　高齢や障がいなどの身体的理由により自ら除雪することが困難な低所得世帯を対象として、外出等の日常生活
に必要な通路を確保する「福祉除雪」を実施します。（親族や町内会などが除雪できる世帯は対象外です）

・玄関から道路までの通路部分
・車庫前や物置、駐車場等は対象外

除雪の内容
　町道の除雪が終了後、順次「住宅の玄関から公道ま
での通路を約1.5ｍの幅でかき分ける除雪」
を行います。
※指定の場所への雪の移動や
　排雪は行いません。

留意事項
　申請書の提出が必要です。要件を満たしているか
の事前調査および現地確認を実施します。
◆申請窓口：福祉課、ふれあいセンター福寿、
　　　　　  札内支所、糠内出張所
◆除雪費用：無料福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

⑵収入要件・資産要件等
　次の①から③までの全てに該当する世帯
　①収入要件
　　非課税収入（障害年金・遺族年金など）を含む前

年の収入額（年額）が生活保護制度における最低
生活費の1.1倍以下であること

　町内に居住し、次の⑴と⑵の要件を満たす世帯
⑴身体的要件
　世帯員全員が、次の①～③までのいずれかに該当
し、かつ自ら除雪できない世帯
　①令和６年度に75歳以上である方（昭和25年４月

１日以前に生まれた方）
　②身体障害者手帳１級から３級までに該当する方
　③要介護３から要介護５までに該当する方

対象となる世帯

行政区内の除雪・排雪対策に
「協働のまちづくり支援事業」を
活用ください
　「協働のまちづくり支援事業」では、町内会等助け合い活動支援事業として、次のとおり町内会やボランティ
ア団体が行う各種事業に対し、交付金を交付しています。行政区内の除雪・排雪対策に活用ください。
事業の利用にあたっては、町内会長またはボランティア団体から申請書と必要書類の提出が必要となります。

・ 住民課住民活動支援係（☎ 54-2288）

（２）雪堆積場確保
実施主体 町内会
交付対象 市街地の空き地などへの雪捨て場確保に係る経費
交付率 10分の10

交付限度額

雪捨て場１カ所の面積
330平方メートル未満…………10,000円
330～660平方メートル未満…15,000円
660平方メートル以上…………20,000円

留意事項

①市街地内または市街地に隣接する私有地に設置する雪捨て場を対象とします。
②４戸程度の住民が利用できる土地を選ぶこと。
③対象とする経費は、土地の確保に係る額とします。
④契約期間が満了した際は、清掃などを行い元の状態に戻すこと。

（４）地域内排雪
実施主体 町内会
交付対象 行政区内の道路・交差点の安全確保のための排雪に係る経費
交付率 10分の５

交付限度額
１メートルにつき500円
交差点のみ排雪する場合は、３差路17,000円、４差路34,000円

留意事項
①市街地の排雪を対象とします。
②同一路線または交差点の排雪に対する申請は、年度内１回を限度とします。
③道路の排雪は、片側につき交差点を両端とする区間全てを排雪した路線を対象とします。

（３）地域内除雪機械導入
実施主体 町内会・複数町内会

交付対象
除雪機械・小型融雪機械導入に係る経費
※行政区内の通学路など歩行者安全確保のための除雪、近隣センター・忠類地区の町内会会館の
除雪への使用を目的としたもの。

交付率 10分の10
交付限度額 250,000円

留意事項 ①１町内会につき１台を限度とし、導入後10年以上使用すること。
②導入した機械は、雪かき支援事業に使用することができます。

（１）雪かき支援
実施主体 町内会・ボランティア団体
交付対象 高齢者の一人暮らし世帯、高齢者世帯、単身障がい者世帯などの除雪支援
交付額 除雪１戸につき5,000円（定額）

留意事項 ①町内会の住民自らが町内会の区域内において実施する除雪を対象とします。
②除雪戸数は実戸数とします。

世帯例 収入額（年額）
75歳単身世帯 954,000 円
75歳夫婦世帯 1,495,000 円
75歳と70 歳（身障２級）の２人世帯 1,764,000 円

　【対象世帯の例（持家の場合）】

　②資産要件
　　現金・預貯金・有価証券等の合計額が単身世帯で

350万円（世帯員が１人増えるごとに100万円を
加算）以下であること

　③世帯の中に町税等を滞納している方がいないこ
と（町税等を滞納している方が分納誓約を履行し
ていると認められる場合は除きます）

インボイス制度に関するお知らせ（事業者のみなさんへ）
インボイスとは
　令和５年10月１日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）が開始されました。事業者間でやり取りされる消費税額が記載された請求書や領収書のことで、
事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。消費者はインボイス対応の必要はありません。

水道料金等の適格請求書（インボイス）の対応について

　幕別町では水道料金等の請求は、納付書をインボイスに対応する書類とします。
　なお、口座振替で支払いをしている方のうち、インボイスを必要とする場合は、申請により「納入済証明書」を
毎年１回発行しますので、次のとおり申請をお願いします。
※毎月発行される「水道使用量のお知らせ（検針票）」はインボイスに対応していませんのでご注意ください。

納入済証明書発行申請書を提出するか、水道課庶務係へ電話で申し込みください。
電話で申し込みの場合は、納入済証明書発行に必要な情報を聞き取りします。
【申請書を提出する場合】
▶提出書類　納入済証明書発行申請書
▶申請窓口　水道課庶務係、忠類総合支所経済建設課、札内支所、糠内出張所
▶提出方法　窓口持参、郵送、FAX
詳しくは町ホームページをご覧ください。

納入済証明書の
申請方法

・ 水道課庶務係（☎ 54-6624）

※金額は目安です。個別の世帯については、問い合わ
せください。
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　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどのキオスク端末（マルチコピー機）で、住民
票などの証明書が取得できるようになることを、11月号でお知らせしました。
　今月号は、その利用方法について、「住民票の写し」の交付を例に説明します。

 ・ マイナンバーカード（４桁の暗証番号）
 ・ 手数料　１部300円
※印鑑登録証明書の発行には印鑑登録証（赤色の手帳）
　は、必要ありません。

◆必要なもの

◆利用方法（住民票の写しを取得する場合）
　午前６時30分から午後11時まで（店舗の営業時間内）
◆利用できる時間

保険のことならなんでもご相談ください。

自動車保険、生命保険、医療保険等

ウイズT&C株式会社
札内桜町136番地30-4 ☎0155-28-7700

保険のウイズで一緒に働きませんか？

保険の仕事に興味のある方募集中です。

有
料
広
告

住民課戸籍住民係（☎ 54-2288）

 ・ 住民票の写し（本人、世帯全員、世帯の一部）
 ・ 印鑑登録証明書（本人のみ）
 ・ 所得証明書（児童手当用は除く）
 ・ 課税証明書
 ・ 納税証明書

取得できる証明書

※キオスク端末（マルチコピー機）の種類によって画面は若干異なります。

住民票などのコンビニ交付サービスが
12月６日から始まります

　コンビニ交付サービスを利用する際は、マイナンバーカードが
必要です。
　カードをお持ちでない方は、申請から交付まで２～３週間ほど
かかりますので、早めに申請してください。

メニューの選択（１）１
「行政サービス」を選択します。

メニューの選択（２）２
「証明書の交付」を選択します。

マイナンバーカード読み取り３
端末の所定の位置にマイナンバーカード
をセットします。

暗証番号の入力４
マイナンバーカードの４桁の暗証番号を
入力します。
※３回間違えるとロックがかかるので注
意してください。

証明書の選択５
証明書の一覧が表示されますので「住民
票の写し」を選択します。

交付種別の選択６
本人のみ、世帯全員、世帯の一部のいずれ
かを選択します。

記載事項選択７
証明書に記載する項目（世帯主・続柄、本
籍地・筆頭者、マイナンバーの記載）の有
無を選択します。

部数選択８
必要部数を入力します。

発行内容確認９
入力した内容を確認します。訂正がある
場合は戻って訂正することができます。

手数料の支払い・印刷10
必要部数分の手数料をキオスク端末（マ
ルチコピー機）の投入口に入金すると、印
刷されます。
手数料：部数×300円

取り忘れ注意11
証明書の印刷後、取り忘れ防止の音声案
内が流れますので、証明書を受け取り、音
声停止用ボタンを押してください。領収
書の取り忘れに注意してください。
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12 月は児童手当の支給月です
　児童手当制度の改正に伴い、手当の支給が年６回（偶数月）に変更となり、支払通知書の送付は廃止となります。
　12月支給の児童手当は、10月、11月の２カ月分を支給しますので、児童手当受給者の方は、通帳記帳などにより
手当の支給を確認ください。
◆支給日　12月10日㊋
◆支給月額（お子さん１人当たり）

区分 支給月額

３歳未満
第１子・第２子 15,000 円

第３子以降 30,000 円

３歳～高校生年代
（18歳到達後、最初の年度までの子）

第１子・第２子 10,000 円

第３子以降 30,000 円

※第３子の算定は受給者に経済的な負担などがある 22 歳到達後最初の年度末までの子を含みます。

　児童手当制度の改正の影響を受ける方、受ける可能性がある方に、９月に申請案内を送付しています。
　提出期日（10月31日）を過ぎた場合でも、令和７年３月31日㊊までに申請いただければ、令和６年10月にさかの
ぼって支給することができますので、確認ください。
　なお、手続きの詳細については、申請案内および町ホームページを確認ください。

認定請求書または額改定届の提出を忘れていませんか？

▶児童手当制度改正詳細（町ホームページ）
　https://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/kosodate/2022-0606-1322-19.html
こども課こども支援係（☎ 54-6621）

大量消費＆使い切り
かんたん野菜レシピ

まずはプ
ラス１く

ち

つぎはプ
ラス１皿

野菜だしのミネストローネ

町ホームページで
  過去のレシピを掲載中！

調理時間
40 分

１人分
161

キロカロリー

１人当たりの
野菜目標量

１日 350g 以上
ブロッコリー、コーン、トマ
トなどの野菜やきのこ、ウ
インナーなど、お家にある
食材でアレンジできる野菜
たっぷりのスープです。
人参・大根を型抜きしたり、
かわいい形のマカロニを使
うとお子さんも喜ぶよ♪

このメニューは１人分で
140gの野菜がとれます！

残り野菜を
活用する！

材料（４人分）
・ジャガイモ…………… １個（100g） 
・人参…………………… 1/2 本（80g）
・大根…………………… ７cm（80g）
・ 玉ねぎ………………… 1/2 個（100g）
・ セロリ………………… 1/2 本（50g）
・ベーコン……………… 50g
・ キャベツ………………１枚（50g）
・ ホールトマト缶……… 200g
・ マカロニ……………… 30g
・ オリーブオイル……… 大さじ１
・水……………………… 600ml

①下準備をする
▶ジャガイモ、人参、大根、玉ねぎ、セロリ、ベーコ
ンは１cmの角切りにする。
▶キャベツは２cmのざく切りにする。
▶ホールトマトは粗くつぶしておく。

②材料を炒めて、水を加えて煮る
▶鍋にオリーブオイルを入れ、中火にかける。
　玉ねぎ➡ 人参・大根➡セロリ➡ベーコンの順に入れ、
しんなりするまで炒める。
▶ジャガイモ、キャベツ、ホールトマトを入れて軽く
混ぜ、水を入れる。フタをして強火で加熱し、沸騰
したら弱火にして野菜に火が通るまで煮る。

③仕上げにマカロニを加えて、味を調える
▶マカロニを加え、パッケージに表記されている茹で
時間分をさらに煮込み、塩・こしょうで調味する。

作り方

金ちゃん

【調味料】
・塩……………小さじ 1/2
・こしょう……少々

長期休業期間中の学校閉庁日

幕別町立学校教育職員の
時間外在校等時間を公表します
幕別町教育委員会では、令和６年８月に「学校における働き方改革　幕別町アクション・プラン（第３期）」を策定

し、学校現場の働き方改革を推進しています。働き方改革の目的は、教員自身がこれまでの働き方を見直し、子ども
たちと向き合う時間や自らの学びを深めるための時間を確保することで、「質の高い学び」と「持続可能な学校」を
実現することであり、その実現のために、「時間外在校等時間（※）」を１カ月で45時間以内、１年間で360時間以内と
することを目標に掲げています。
　これまでのアクション・プラン（第２期）に掲げる取り組みの成果と課題を踏まえた新たなアクション・プラン(第
３期)により、中学校の時間外在校等時間が減少する一方で、小学校では昨年度の状況と比べて増加しています。
　今後も町教育委員会では、働き方改革の実施状況を適切に把握、分析し、必要な環境整備の取り組みを実施する
とともに、学校現場においては、全職員の共通理解のもと、勤務時間を意識した働き方の実践に取り組んでいきま
すので、学校における働き方改革の趣旨についてご理解をお願いします。
※時間外在校等時間とは、在校等時間から所定の勤務時間（７時間45分）を引いた時間です。

教育委員会学校教育課総務係（☎ 54-2006）

令和６年度上半期の小学校の時間外平均は23
時間07分（前年比１時間26分増）で、45時間超
の教育職員は延べ88人（前年比４人増）、中学校
の時間外平均は29時間09分（前年比１時間減）で、
45時間超の教育職員は延べ110人（前年比１人増）
となりました。
　今後も引き続き時間外の縮減に向けて取り組
んでいきますので学校現場における働き方改革
についてご理解をお願いします。
　なお、公表はホームページでも行っています。
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令和５年度 令和６年度

小学校

0

12

24

36

令和５年度 令和６年度

中学校

令和６年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 平均

小学校 28時間37分 29時間41分 23時間49分 24時間43分 ８時間15分 23時間37分 23時間07分

中学校 35時間18分 35時間01分 33時間13分 31時間36分 11時間38分 28時間05分 29時間09分

▶時間外在校等時間の状況（学校種別／上半期）

緊急時の連絡先 幕別町役場（☎ 54-2111）

８月号でお知らせしたとおり、教職員が休養を取りやすい環境を整備し、心身の健康を保持するため、次のとお
り幕別町立小・中学校を閉庁しますので、理解と協力をお願いします。

▶期　間　12 月 29 日㊐～１月３日㊎
▶お願い この期間は、学校に教職員が不在となります。転出入の手続きや学校への相談・問い合わせなどはこ

の期間外にお願いします。原則、部活動も行いません。

教育委員会学校教育課総務係（☎ 54-2006）

【教職員：小学校132人、中学校86人の平均】

令和５年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 平均

小学校 26時間25分 25時間32分 24時間57分 17時間55分 12時間46分 22時間29分 21時間41分

中学校 33時間03分 32時間42分 34時間31分 26時間57分 17時間37分 36時間02分 30時間09分

【教職員：小学校141人、中学校85人の平均】
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令和７年からの

　幕別町選挙管理委員会では、現在の23投票区となって18年が経過し、選挙をめぐる制度や社会情勢が変化しているこ
とから、投票区の再編を検討しています。
　全ての有権者にとって、より投票しやすい環境を整えるとともに、この先20年で約15％減という本町の人口推計を踏
まえ、20年後を見据えた投票区および投票所の再編を行い、公正で円滑な選挙事務の執行を目指したいと考えています。
　10月号では、現在検討中の投票区再編案を、11月号では「移動支援」の取り組みについて掲載しました。
　今月号は、再編後に投票所が変更となる行政区の町内会長を対象として開催した意見交換会の中で出された意見等を
紹介します。

投票区再編案
現在の23の投票区を11の投票区に再編統合します。

◆再編の考え方
　小学校区を基本とし、有権者数（約4,000人）、当日の投票者数（約1,500人）、投票所施設の規模等を考慮して総合的
に判断するものです。

23 11

◆町内会長との意見交換会

選挙管理委員会事務局（☎ 54-5400）

「選挙投票区の見直し」を検討しています

　有権者数の減少や期日前投票制度の浸透により、投票日当日に投票所を利用する方が減ってきています。
　また、投票立会人のなり手不足などの選挙事務従事者等に係る課題、投票所の土足化や段差解消といった投票
環境の課題の解決に向けて、選挙管理委員会として一定の見直しは必要と考えています。
　投票区の再編によって「投票所が遠くなったから投票に行くことができない」ということがないよう、３つの
移動支援の取り組みを検討しています。
　令和７年執行予定の参議院議員通常選挙からの導入に向けて、選挙管理委員会として「投票区の再編案」を策
定し、今後パブリックコメントを実施する予定です。

言葉を通して知るアイヌ文化 21 文・写真：阪口 諒（さかぐち りょう）
生涯学習課 学芸員（☎ 54-2006）
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薬
味
と
し
て
利
用
し
た
り
、風
邪
の
と

き
に
実
を
煎
じ
た
も
の
を
飲
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。

様
々
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
キ
ハ
ダ
は
地
名
に
も
残
っ

て
い
ま
す
。忠
類
の
古
い
地
図
や
文
書
に
は
シ
ケ
ㇾ
ペ
ウ
ン
ナ

イ
、シ
ケ
ㇾ
ペ
ウ
ㇱ
ナ
イ
と
い
う
川
の
名
前
が
い
く
つ
か
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
シ
ケ
ㇾ
ペ《
キ
ハ
ダ
》ウ
ン《
が
あ
る
》

ナ
イ《
川
》や
シ
ケ
ㇾ
ペ《
キ
ハ
ダ
》ウ
ㇱ《
が
生
え
て
い
る
》ナ

イ《
川
》と
い
う
意
味
で
す
。か
つ
て
東
宝
地
区
を
指
し
て
い
た

「
シ
キ
リ
ブ
ナ
イ
」は
シ
ケ
ㇾ
ペ・ナ
イ《
キ
ハ
ダ・川
》が
変
化

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

▲キハダの実
はじめは緑色ですが、熟す
と黒くなります。

キ
ハ
ダ（
シ
ケ
ㇾ
ペ
）

住宅用火災警報器を設置しましょう
　住宅用火災警報器は全ての住宅に設置義務があります。幕別町内の一般家庭を
対象に、住宅用火災警報器の購入・取り付けを幕別町商工会加盟店が行います。

地区 業者名 住所 電話番号 FAX メーカー

幕別 株式会社 大上電気工業 本町 35番地１ ☎ 54-2612 ☎ 54-2698 パナソニック、能美防災 他各種
有限会社 吉田時計電器 錦町15番地 ☎ 54-2605 ☎ 54-3591 パナソニック

札内

浅井建設 株式会社 札内春日町 316 番地15 ☎ 56-3733 ☎ 56-3934 ニッタン
株式会社 うさぎハウジング 札内桜町 91番地11 ☎ 28-7537 ☎ 28-7537 パナソニック
有限会社 オグラ時計電器 札内中央町450 番地 ☎ 56-4532 ☎ 56-4108 パナソニック
株式会社 下浦ハウス 札内桜町66 番地６ ☎ 25-1212 ☎ 25-3672 大建工業
有限会社 パルポートさつない 札内若草町539 番地５ ☎ 56-4147 ☎ 56-4196 パナソニック
有限会社 ユー電舎 札内あかしや町61番地 27 ☎ 56-6404 ☎ 56-6404 東芝、パナソニック

忠類 シモトリ電気 忠類本町17番地17 ☎ 8-2610 ☎ 8-2610 パナソニック
詳細は各取り扱い業者に問い合わせいただくか、幕別町商工会・幕別消防署ホームページをご覧ください。
幕別町商工会（☎ 54-2703）、幕別消防署（☎ 54-2434）

住宅用火災警報器の効果

すばやい
避難・通報・消火
が可能

住宅用火災警報器を設置していない場合と比べて
死亡リスクや被害拡大リスクの減少に大き
な効果があります！

取り扱い業者一覧

火災を早期に
発見できる

 ・ 出席された方からは、「もっと早く再編してもよかった」「賛成」「やむを得ない」という意見が出されました。
 ・ 一部の地域では、選挙管理委員会が示した案以外の投票区への統合を望む声があり、現在検討しています。

　再編に併せて実施を検討している３つの移動支援の取り組みについて、次の意見がありました。
≪コミバスの臨時運行≫
 ・ 高齢者が増えているので車のない方が心配だが、コミバスがあれば安心。さらに、コミバスの時刻などをしっかり
と周知することで、利用者も増えるのではないか。

≪期日指定乗合型巡回車の運行≫
 ・ 投票所が統廃合となる農村地区を対象とした「期日指定乗合型巡回車」について、利用しやすいように手続きは簡
単にしてほしい。

≪外出支援サービスの選挙分拡大≫
 ・ 「外出支援サービス」の選挙分拡大について、要件該当者の希望者全員が利用できるようにお願いしたい。

投票区の統廃合について

移動支援について

　全ての有権者にとって
　投票しやすい環境を整えるために　
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